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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音波画像を取得する超音波診
断装置において、
　前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域として、解析期間に亘って
、前記被走査領域に対して超音波を送信すると共に当該被走査領域からの反射波を受信し
、前記被走査領域に関する超音波データを、前記解析期間の各時相毎に取得する超音波送
受信手段と、
　前記解析期間の各時相毎の超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくと
も一つの解析領域に関する輝度と予め設定された閾値との大小関係の時間的変化を解析し
、前記解析された輝度の時間的変化に基づいて、前記少なくとも一つの解析領域に関する
造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、
　前記少なくとも一つの解析領域に対し、前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻
とが、異なる色相により区別された停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成す
る画像生成手段と、
　前記各時相毎の停滞時間画像を表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記画像生成手段は、造影剤の持続時間と色相との対応関係を定義する対応マップを用
いて、前記停滞時間画像を生成することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
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【請求項３】
　前記画像生成手段は、造影剤の持続時間及び造影剤の到達時刻と色相との対応関係を定
義する対応マップを用いて、前記停滞時間画像を生成することを特徴とする請求項１記載
の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記対応マップの前記対応関係を変更する変更手段をさらに具備し、
　前記画像生成手段は、前記変更手段によって前記対応関係が変更された場合には、変更
後の対応マップを用いて、前記停滞時間画像を生成することを特徴とする請求項２又は３
記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記解析手段は、前記解析された輝度の時間的変化を用いて、前記少なくとも一つの解
析領域内の信号強度と所定の閾値との大きさを前記解析期間内の各時相において比較し、
前記信号強度が前記所定の閾値を上回るタイミングで前記停滞時間の計測を開始すること
を特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記解析手段は、前記解析された輝度の時間的変化を用いて、前記少なくとも一つの解
析領域内の信号強度と所定の閾値との大きさを前記解析期間内の各時相において比較し、
前記信号強度が前記所定の閾値を下回るタイミングで前記停滞時間の計測を終了すること
を特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音波画像を取得する超音波診
断装置において、
　前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域として、解析期間に亘って
、前記被走査領域に対して超音波を送信すると共に当該被走査領域からの反射波を受信し
、前記被走査領域に関する超音波データを、前記解析期間の各時相毎に取得する超音波送
受信手段と、
　前記解析期間の各時相毎の超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくと
も一つの解析領域に関する輝度を解析し、当該輝度の時間的変化を基に信号強度の時間的
変化を計算すると共に、当該信号強度の時間的変化が所定の閾値を下回る時刻を造影剤の
停滞時間の計測開始時刻として、前記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時
間を解析する解析手段と、
　前記少なくとも一つの解析領域に対し、停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に
生成する画像生成手段と、
　前記各時相毎の停滞時間画像を表示する表示手段と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音波画像を取得する超音波診
断装置において、
　前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域として、解析期間に亘って
、前記被走査領域に対して超音波を送信すると共に当該被走査領域からの反射波を受信し
、前記被走査領域に関する超音波データを、前記解析期間の各時相毎に取得する超音波送
受信手段と、
　前記解析期間の各時相毎の超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくと
も一つの解析領域に関する輝度を解析し、当該輝度の時間的変化を基に信号強度の時間的
変化を計算すると共に、当該信号強度の時間的変化が所定の閾値を上回る時刻を造影剤の
停滞時間の計測終了時刻として、前記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時
間を解析する解析手段と、
　前記少なくとも一つの解析領域に対し、停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に
生成する画像生成手段と、
　前記各時相毎の停滞時間画像を表示する表示手段と、
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　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　前記解析手段は、
　前記少なくとも一つの解析領域につき、前記解析期間における持続時間の最大値又は平
均値を計算し、
　前記画像生成手段は、前記少なくとも一つの所定領域に対し、前記最大値又は平均値に
応じて異なる色相が割り当てられた前記停滞時間画像を生成すること、
　を特徴とする請求項１乃至８のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記解析手段は、前記解析期間の各時相に対応する停滞時間画像を用いて、前記解析領
域に関する所定の定量値を計算し、
　前記表示手段は、前記定量値を所定の形態で表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記解析期間の各時相毎に取得する超音波データを取得する間、前記被走査領域の時相
間の位置ずれを補正する補正手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至１０の
うちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記解析手段は、前記少なくとも一つの解析領域に関する輝度時間曲線を生成し、当該
生成された輝度時間曲線に基づいて、前記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停
滞時間に関する造影剤の停滞時間を解析することを特徴とする請求項１乃至１１のうちい
ずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記画像生成手段は、前記少なくとも一つの解析領域に対し前記停滞時間に応じて異な
る色相が割り当てられた前記停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成すること
を特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　造影剤が投与された被検体の所定部位を含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域と
して、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を送信すると共に当該被走査領
域からの反射波を受信することで取得された、前記解析期間の各時相対応する前記被走査
領域に関する超音波データを記憶する記憶手段と、
　前記解析期間の各時相毎の超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくと
も一つの解析領域に関する輝度と予め設定された閾値との大小関係の時間的変化を解析し
、前記解析された輝度の時間的変化に基づいて、前記少なくとも一つの解析領域に関する
造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、
　前記少なくとも一つの解析領域に対し、前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻
とが、異なる色相により区別された停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成す
る画像生成手段と、
　を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　造影剤が投与された被検体の所定部位を含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域と
して、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を送信すると共に当該被走査領
域からの反射波を受信することで取得された、前記解析期間の各時相対応する前記被走査
領域に関する超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくとも一つの解析領
域に関する輝度と予め設定された閾値との大小関係の時間的変化を解析させ、前記解析さ
れた輝度の時間的変化に基づいて、前記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞
時間を解析させる解析機能と、
　前記少なくとも一つの解析領域に対し、前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻
とが、異なる色相により区別された停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成さ
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せる画像生成機能と、
　前記各時相毎の停滞時間画像を表示させる表示機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体内に超音波造影剤を投与して行う造影エコー法において、血管内の血流
の停滞（造影剤の停滞）に関する情報を生成し提供することが可能な超音波診断装置、超
音波画像処理装置及び超音波画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査が行え
るほか、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて小さく、ベッド
サイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便である。また、超音波診断装置は
、それが具備する機能の種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運べる程
度のものが開発されており、超音波診断はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在
宅医療等においても使用することができる。
【０００３】
　近年、静脈投与型の超音波造影剤（以下，単に造影剤とする）が製品化され、「造影エ
コー法」が行われるようになってきている。この手法は、例えば、心臓および肝臓などの
検査で静脈から超音波造影剤を注入して血流信号を増強し、血流動態の評価を行うことを
目的としている。造影剤の多くは微小気泡（マイクロバブル）が反射源として機能するも
のである。例えば近年日本で発売されたソナゾイド（登録商標）と呼ばれる第二世代の超
音波造影剤は、リン脂質膜で覆われた、フッ化炭素（perfluorobutane）ガスを内包した
微小気泡である。マイクロバブルを破壊させない程度の低い振幅の超音波送信波で、この
様な造影剤の還流の様子を安定して観察することが可能になった。
【０００４】
　造影剤の投与後に診断部位（例えば肝臓がん）を走査すると、血流に乗って環流する造
影剤の流入から流出までの信号強度の上昇と減少が観察可能で、このような信号強度の経
時変化の違いから、腫瘤性病変の良性／悪性の鑑別診断、あるいは「びまん性」の疾患な
どの診断が可能となることが研究されている。
【０００５】
　このような信号強度の経時変化は、単なる形態情報とは異なり、通常は動画像として記
録あるいは読影される必要がある。従って、一般的に読影のための所要時間は長くなる。
そこで通常動画で観察するような、造影剤の流入時刻情報を、一枚の静止画像上にマッピ
ングするような手法も提案されている(特許文献１、特許文献２参照)。このような手法は
、造影剤の信号のピーク時間の違いを、異なる色相で表現するものであり、診断層面内の
各所での流入時刻が一目で分る。
【０００６】
　ところで、正常な血管に比べて走行が複雑な腫瘍血管においては、バブルが行き場を失
い停滞したり、停滞した後に逆流したりする現象が観察される（非特許文献１参照）。実
際、腫瘍マウスで造影超音波観察を行った場合に、腫瘍血管内で上記のようなバブルの挙
動が観察される。生体イメージングが可能な造影超音波でバブルの挙動を評価できれば、
腫瘍血管の異常の評価に応用できる可能性がある。
【０００７】
　また、近年治験が行われている血管新生阻害剤(抗がん剤)は、腫瘍を栄養する血管を破
壊することで、腫瘍血管の断片化・狭小化することが病理組織学的観察で確認されている
（非特許文献２参照）。造影超音波で、血管新生阻害剤により断片化された血管内でバブ
ルが停滞する様子を映像化・定量化できれば、治療効果判定に応用することも期待できる
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－２６９３４１号公報
【特許文献２】特開２００４－３２１６８８号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】R. K. Jain, “Normalization of Tumor Vasculature: An Emerging Co
ncept in Antiangiogenetic Theraphy”, Science, Vol. 307, pp. 58-62, January 2005
【非特許文献２】M. Yamazaki, et al. “Sonic hedgehog derived from human pancreat
ic cancer cells augments angiogenic function of endothelial progenitor cells”, 
Cancer Science, Vol. 99(6), pp. 1131-1138
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来の超音波診断装置を用いた造影剤流入時間（到達時間）のマッピン
グでは、到達後の特徴までは表現されない。例えば、造影剤がその領域に連続的に流れて
いて，マイクロバブル（以下単にバブル）が刻々と入れ替わっているのか、或いは一度流
入したバブルがそこで停滞しているのか、という現象は判別できない。
【００１１】
　なお、例えば特許文献１に記載の技術では、超音波走査断面における造影剤流入情報（
到達時間など）を、ある時刻を基準としてカラーでマッピングして表示するため、画像全
体で造影剤の流入の様子を観察することができる。しかしながら、各領域における造影剤
到達後のバブルの停滞の様子を十分に評価することはできない。また、特許文献２の技術
では、微小血流の還流の理論的モデルより、さらに詳細な演算を行い、到達時間の情報を
提示可能となっている。しかしながら、当該技術によっても、各領域における造影剤到達
後のバブルの停滞の様子を十分に評価することはできない。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音
波画像を取得する超音波診断装置において、前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領
域を被走査領域として、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を送信すると
共に当該被走査領域からの反射波を受信し、前記被走査領域に関する超音波データを、前
記解析期間の各時相毎に取得する超音波送受信手段と、前記解析期間の各時相毎の超音波
データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくとも一つの解析領域に関する輝度と予
め設定された閾値との大小関係の時間的変化を解析し、前記少なくとも一つの解析領域に
関する造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、前記少なくとも一つの解析領域に対し、
前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻とが、異なる色相により区別された停滞時
間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成する画像生成手段と、前記各時相毎の停滞時
間画像を表示する表示手段と、を具備することを特徴とする超音波診断装置である。
　請求項７に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音
波画像を取得する超音波診断装置において、前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領
域を被走査領域として、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を送信すると
共に当該被走査領域からの反射波を受信し、前記被走査領域に関する超音波データを、前
記解析期間の各時相毎に取得する超音波送受信手段と、前記解析期間の各時相毎の超音波
データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくとも一つの解析領域に関する輝度を解
析し、当該輝度の時間的変化を基に信号強度の時間的変化を計算すると共に、当該信号強
度の時間的変化が所定の閾値を下回る時刻を造影剤の停滞時間の計測開始時刻として、前
記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、前記少な
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くとも一つの解析領域に対し、停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成する画
像生成手段と、前記各時相毎の停滞時間画像を表示する表示手段と、を具備することを特
徴とする超音波診断装置である。
　請求項８に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を超音波で走査し超音
波画像を取得する超音波診断装置において、前記所定部位を含む二次元領域又は三次元領
域を被走査領域として、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を送信すると
共に当該被走査領域からの反射波を受信し、前記被走査領域に関する超音波データを、前
記解析期間の各時相毎に取得する超音波送受信手段と、前記解析期間の各時相毎の超音波
データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくとも一つの解析領域に関する輝度を解
析し、当該輝度の時間的変化を基に信号強度の時間的変化を計算すると共に、当該信号強
度の時間的変化が所定の閾値を上回る時刻を造影剤の停滞時間の計測終了時刻として、前
記少なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、前記少な
くとも一つの解析領域に対し、停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成する画
像生成手段と、前記各時相毎の停滞時間画像を表示する表示手段と、を具備することを特
徴とする超音波診断装置である。
　請求項１４に記載の発明は、造影剤が投与された被検体の所定部位を含む二次元領域又
は三次元領域を被走査領域として、解析期間に亘って、前記被走査領域に対して超音波を
送信すると共に当該被走査領域からの反射波を受信することで取得された、前記解析期間
の各時相対応する前記被走査領域に関する超音波データを記憶する記憶手段と、前記解析
期間の各時相毎の超音波データを用いて、前記被走査領域に含まれる少なくとも一つの解
析領域に関する輝度と予め設定された閾値との大小関係の時間的変化を解析し、前記少な
くとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時間を解析する解析手段と、前記少なくとも
一つの解析領域に対し、前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻とが、異なる色相
により区別された停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成する画像生成手段と
、を具備することを特徴とする超音波画像処理装置である。
　請求項１５に記載の発明は、コンピュータに、造影剤が投与された被検体の所定部位を
含む二次元領域又は三次元領域を被走査領域として、解析期間に亘って、前記被走査領域
に対して超音波を送信すると共に当該被走査領域からの反射波を受信することで取得され
た、前記解析期間の各時相対応する前記被走査領域に関する超音波データを用いて、前記
被走査領域に含まれる少なくとも一つの解析領域に関する輝度と予め設定された閾値との
大小関係の時間的変化を解析させ、前記解析された輝度の時間的変化に基づいて、前記少
なくとも一つの解析領域に関する造影剤の停滞時間を解析させる解析機能と、前記少なく
とも一つの解析領域に対し、前記造影剤の持続時間と前記造影剤の到達時刻とが、異なる
色相により区別された停滞時間画像を、前記解析期間内の各時相毎に生成させる画像生成
機能と、前記各時相毎の停滞時間画像を表示させる表示機能と、を実現させることを特徴
とする超音波画像処理プログラムである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図で
ある。
【図２】図２は、画像生成ユニット２４の構成を説明するための図である。
【図３】図３は、本造影剤停滞情報生成機能に従う処理（造影剤停滞情報生成処理）の流
れを説明するためのフローチャートである。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る停滞時間画像の生成処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【図５】図５は、停滞時間画像の生成処理の概念を説明するための図である。
【図６】図６は、時系列に更新しながら表示される停滞時間画像の一例を示した図である
。
【図７】図７は、画素ｃの解析期間における持続時間色相変換処理を説明するための図で
ある。
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【図８】図８は、例えばステップＳ５において生成された、図６に示した領域ｂに関する
持続時間の分布（ヒストグラム）の一例である。
【図９】図９は、色相対応マップの変更処理を説明するための図である。
【図１０】図１０は、色相対応マップの変更処理を説明するための図である。
【図１１】図１１は、画素ａ’及び画素ｂ’のそれぞれについての、ＴＩＣ及び色相対応
マップを示している。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る停滞時間画像の生成処理の流れを示したフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の第１実施形態及び第２実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の
説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重
複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１５】
　（第１実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１０のブロック構成を示した図である。
同図に示すように、本超音波診断装置１０は、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニ
ター１４、送受信ユニット２１、Ｂモード処理ユニット２２、ドプラ処理ユニット２３、
画像生成ユニット２４、制御プロセッサ２５、記憶ユニット２６、インタフェースユニッ
ト２９、内部メモリ３０を具備している。装置本体１１に内蔵される超音波送受信ユニッ
ト２１等は、集積回路などのハードウェアで構成されることもあるが、ソフトウェア的に
モジュール化されたソフトウェアプログラムである場合もある。以下、個々の構成要素の
機能について説明する。
【００１６】
　超音波プローブ１２は、超音波送受信ユニット２１からの駆動信号に基づき超音波を発
生し、被検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設
けられる整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を
有している。当該超音波プローブ１２から被検体Ｐに超音波が送信されると、当該送信超
音波は、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として
超音波プローブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連
続面における音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移
動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体
の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１７】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、操作者からの各種指示、条件、関心領域（
ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１にとりこむためのトラッ
クボール１３ａ、各種スイッチ１３ｂ、ボタン１３ｃ、マウス１３ｄ、キーボード１３ｅ
等を有している。
【００１８】
　モニター１４は、画像生成ユニット２４からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、血流情報を画像として表示する。
【００１９】
　送受信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有
している。パルサ回路では、所定のレート周波数　ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、
送信超音波を形成するためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、
チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間
が、各レートパルスに与えられる。トリガ発生回路は、このレートパルスに基づくタイミ
ングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２０】
　なお、送受信ユニット２１は、制御プロセッサ２５の指示に従って、送信周波数、送信
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駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有している。特に送信駆動電圧の変更については、
瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回路、又は複数の電源ユニットを電
気的に切り替える機構によって実現される。
【００２１】
　また、送受信ユニット２１は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を
有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号をチャンネ
ル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定する
のに必要な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エ
コー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性
とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２２】
　Ｂモード処理ユニット２２は、送受信ユニット２１からエコー信号を受け取り、対数増
幅、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する
。このデータは、画像生成ユニット２４において所定の処理を受けた後、反射波の強度を
輝度にて表したＢモード画像としてモニター１４に表示される。
【００２３】
　ドプラ処理ユニット２３は、送受信ユニット２１から受け取ったエコー信号から速度情
報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度
、分散、パワー等の血流情報を多点について求める。得られた血流情報は画像生成ユニッ
ト２４に送られ、平均速度画像、分散画像、パワー画像、これらの組み合わせ画像として
モニター１４にカラー表示される。
【００２４】
　画像生成ユニット２４は、超音波スキャンの走査線信号列を、テレビなどに代表される
一般的なビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示画像としての超音波診断画像
を生成する。画像生成ユニット２４は、画像データを格納する記憶メモリを搭載しており
、例えば診断の後に操作者が検査中に記録された画像を呼び出すことが可能となっている
。なお、当該画像生成ユニット２４に入る以前のデータは、「生データ」と呼ばれること
がある。
【００２５】
　図２は、画像生成ユニット２４の構成を説明するための図である。同図に示すように、
画像生成ユニット２４は、信号処理ユニット２４ａ、スキャンコンバータ２４ｂ、画像処
理ユニット２４ｃを有している。信号処理ユニット２４ａは、超音波スキャンの走査線レ
ベルで画質を決定するようなフィルタリングを行う。信号処理ユニット２４ａにおいて処
理を受けたデータは、スキャンコンバータ２４ｂに送られると同時に、内部メモリ３０内
の画像メモリ３０aに出力され、一時的に保存される。スキャンコンバータ２４ｂは、超
音波スキャンの走査線信号列から、テレビなどに代表される一般的なビデオフォーマット
の走査線信号列に変換する。変換後のデータは、画像処理ユニット２４ｃへ出力される。
画像処理ユニット２４ｃは、輝度やコントラストの調整や空間フィルタなどの画像処理、
生成した画像と種々の設定パラメータの文字情報や目盛等とを合成する合成処理を実行し
、処理後のデータをビデオ信号としてモニタ１４に出力する。さらに、画像処理ユニット
２４ｃは、制御プロセッサ２５からの制御信号に従って、後述する造影剤停滞情報生成機
能に従う処理等を実行し、超音波画像、停滞時間画像等を生成する。
【００２６】
　制御プロセッサ（ＣＰＵ）２５は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超
音波診断装置本体の動作を制御する制御手段である。制御プロセッサ２５は、内部記憶装
置２６から後述する造影剤停滞情報生成機能を実行するための制御プログラムを読み出し
てソフトウェア格納部３０ｂ上に展開し、各種処理に関する演算・制御等を実行する。さ
らに、制御プロセッサ２５は、後述する造影剤停滞情報生成機能に従う処理において、生
成された停滞時間画像を用いて停滞時間の定量解析を実行する。
【００２７】
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　記憶ユニット２６は、後述する造影剤停滞情報生成機能、各種スキャンシーケンス、画
像生成、表示処理を実現するための制御プログラム、持続時間と色相との対応関係を定義
する色相対応マップ、診断情報（患者ＩＤ、医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条
件、その他のデータ群を格納している。また、必要に応じて、画像メモリ３０ａ中の画像
の保管などにも使用される。また、記憶ユニット２６のデータは、インタフェースユニッ
ト２９を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００２８】
　インタフェースユニット２９は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置（
図示せず）に関するインタフェースである。当該装置によって得られた超音波画像等のデ
ータや解析結果等は、インタフェースユニット２９よって、ネットワークを介して他の装
置に転送可能である。
【００２９】
　内部メモリ３０は、画像メモリ３０ａ、ソフトウェア格納部３０ｂを有している。画像
メモリ３０ａは、信号処理ユニット２４ａから受信した画像データをフレーム毎或いはボ
リューム毎に一時的に記憶する。画像メモリ３０ａに記憶されたデータは、例えば診断の
後に操作者が呼び出すことが可能であり、静止画的に、あるいは複数枚を使って動画的に
再生することが可能である。また、画像メモリ３０ａは、超音波送受信ユニット２１直後
の出力信号（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ(ＲＦ)信号）、送受信ユニット２１通過後
の画像輝度信号、その他の生データ、ネットワークを介して取得した画像データ等を必要
に応じて記憶する。ソフトウェア格納部３０ｂは、後述する造影剤停滞情報生成機能等を
実行する場合に、記憶ユニット２６から読み出される専用プログラムが一時的に記憶され
る。
【００３０】
　（造影剤停滞情報生成機能）
　次に、造影剤停滞情報生成機能について説明する。この機能は、被走査領域（超音波走
査される被検体内の二次元又は三次元領域）内に設定される解析領域内の各画素値の時間
的変化を計測し、計測された画素値の時間的変化を用いて解析領域内における造影剤の停
滞時間を画素毎に解析し、その解析結果に基づいて、造影剤の停滞時間を評価するための
停滞時間画像等を生成し表示するものである。
【００３１】
　なお、被走査領域内に設定される解析領域とは、例えば、当該造影剤停滞情報生成機能
によって解析対象とされる診断対象部位を含む二次元又は三次元領域であり、所定のタイ
ミングで操作者により設定される。被走査領域内に設定される解析領域の数は、一つでも
複数でもよく、また、被走査領域全体を一つの解析領域とすることも可能である。さらに
、個々の解析領域の大きさは、単一の画素から構成されるものから、複数画素により構成
されるものまで、任意に設定又は変更することが可能である。
【００３２】
　図３は、本造影剤停滞情報生成機能に従う処理（造影剤停滞情報生成処理）の流れを説
明するためのフローチャートである。以下、各ステップにおいて実行される処理の内容に
ついて説明する。
【００３３】
　［患者情報、送受信条件等の入力受：ステップＳ１］
　入力装置１３を介して患者情報の入力、送受信条件（被走査領域の大きさを決めるため
の画角、焦点位置、送信電圧等）、被検体の三次元領域を所定期間に亘って超音波走査す
るためのスキャンシーケンス等の選択が実行される（ステップＳ１）。入力、選択された
各種情報・条件等は、自動的に内部メモリ３０等に記憶される。
【００３４】
　［超音波走査：ステップＳ２］
　次に、送受信ユニット２１は、被検者の所定部位（診断対象とする血管等）を含む領域
を被走査領域とする超音波走査を解析の対象とする解析期間に亘って実行し、当該所定期
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間内の各時相に対応する超音波データ（フレーム毎の超音波データ）を取得する（ステッ
プＳ２）。なお、本実施形態においては、説明を具体的にするため、被走査領域を二次元
領域とする二次元走査を実行する場合を例とする。しかしながら、当該例に拘泥されず、
被走査領域を三次元領域とする三次元走査（ボリュームスキャン）を実行するようにして
もよい。
【００３５】
　［超音波画像の生成：ステップＳ３］
　取得された超音波データは、逐次超音波送受信ユニット２２を経由してＢモード処理ユ
ニット２２に送られる。Ｂモード処理ユニット２２は、対数増幅処理、包絡線検波処理等
を実行し、信号強度が輝度で表現される画像データを生成する。画像生成ユニット２４は
、生成された画像データに対してハーモニック成分の抽出処理等を施し、各時相ｋ（ｋ＝
１，２，・・・、ｎ）に対応する超音波画像（フレーム毎の超音波画像）を生成する（ス
テップＳ３）。生成された超音波画像は、各時相における造影剤の空間密度（濃度）を信
号値（輝度値）で表すものとなっている。
【００３６】
　［停滞時間画像の生成：ステップＳ４］
　次に、画像生成ユニット２４は、各時相に対応する超音波画像を用いて、解析領域内の
各画素についてのＴＩＣ（Time Intensity Curve：輝度変化曲線）を逐次生成すると共に
、生成された各ＴＩＣを用いて、解析領域における各画素毎の造影剤の停滞時間を解析し
、停滞時間画像を生成する（ステップＳ４）。
【００３７】
　図４は、停滞時間画像の生成処理の流れを示したフローチャートである。このフローチ
ャートに従う停滞時間画像の生成処理は、解析領域内の各画素について並行して実行され
る。図５は、停滞時間画像の生成処理の概念を説明するための図であり、解析領域ａ内の
ある画素ａ及び解析領域ｂ内のある画素ａのそれぞれについての、ＴＩＣ及び色相対応マ
ップを示している。
【００３８】
　図４に示すように、まず、画像生成ユニット２４は、所定の時相（例えば第ｉ時相。た
だし、ｉ＝１，２，３，・・・・ｎ）に合わせてタイマーを０に初期化（リセット）し、
持続時間の計測を開始する。また、画像生成ユニット２４は、造影剤の有無の状態を表わ
すフラグを０（造影剤からの信号ゼロ：「造影剤無」に対応）にする（ステップＳ４１）
。この様な初期化により、組織信号など造影剤流入前から大きい信号強度を有する部分は
除外することができる。
【００３９】
　次に、画像生成ユニット２４は、当該画素について、信号強度と予め設定した閾値とを
比較して、画素値が閾値を上回るか否か（すなわち、造影剤が当該画素に対応する位置に
存在するか否か）を判定する（ステップＳ４２）。画素値が閾値を上回る場合には、画像
生成ユニット２４は、造影剤の有無の状態を表わすフラグを１（「造影剤有」に対応）に
して持続時間の計測を開始すると共に、タイマーによる持続時間の計測を継続する（ステ
ップＳ４３）。図５の例で言えば、画素ａについては、画素値が閾値以上となった時刻ｔ
１において造影剤到達時刻と判定され、造影剤の有無の状態を表わすフラグが０から１に
変更されると共に、タイマーによる持続時間の計測が継続される。また、画素ｂについて
は、画素値が閾値以上となった時刻ｔ２において造影剤到達時刻と判定され、造影剤の有
無の状態を表わすフラグが０から１に変更されると共に、タイマーによる持続時間の計測
が継続される。
【００４０】
　次に、画像生成ユニット２４は、持続時間タイマーの値と予め設定された色相対応マッ
プ（図５の例では、持続時間≦Ｔの場合には色相１を対応させ、持続時間＞Ｔの場合には
色相２を対応させるもの）とに基づいて、当該第ｉ時相（フレーム）の当該画素にいての
色相を決定する（ステップＳ４４）。この様な色相決定処理は、解析領域内の各画素につ
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き並行して実行される。その結果、解析領域内の各位置の造影剤停滞時間が色相で表され
、且つ解析領域内の各位置における造影剤からの信号強度が輝度で表された、当該第ｉ時
相に関する停滞時間画像が生成される（ステップＳ４５）。生成された第ｉ時相に関する
停滞時間画像は、色相対応マップと共に、例えば図６に示す形態でモニター１４に表示さ
れる。
【００４１】
　次に、制御プロセッサ２５は、停滞時間画像生成を終了するか否かを判定する（ステッ
プＳ４６）。停滞時間画像生成を終了しないとの判定がされた場合には、ステップＳ４２
の処理に戻り、画像生成ユニット２４は、次の第ｉ＋１時相における当該画素の画素値と
予め設定した閾値とを比較し、画素値が閾値を上回るか否かを判定する（ステップＳ４２
）。画素値が閾値を上回っている場合には、画像生成ユニット２４は、「造影剤有」とし
てフラグを１に維持したまま持続時間計測を継続し、当該第ｉ＋１時相の当該画素につき
、ステップＳ４３～ステップＳ４５までの処理を実行する。一方、第ｉ＋１時相における
当該画素の画素値が閾値を下回る場合には、画像生成ユニット２４は、ステップＳ４３に
おいて「造影剤有」としてフラグを１とした時刻から現在までの時間を当該画素における
造影剤の停滞時間として、持続時間タイマーの値を記憶すると共に、前時相において当該
画素に割り当てられた色相を保持する（ステップＳ４４）。これにより、解析領域内の各
位置の造影剤停滞時間が色相で表され、且つ解析領域内の各位置における造影剤からの信
号強度が輝度で表された、当該第ｉ＋１時相に関する停滞時間画像が生成される（ステッ
プＳ４５）。生成された第ｉ＋１時相に関する停滞時間画像がモニター１４に表示される
ことで、第ｉ時相に関する停滞時間画像は更新される。
【００４２】
　以後の各時相についての停滞時間時間の解析を実行する。当該解析期間の最後の時相で
ある第ｎ時相についての停滞時間画像が生成されると、制御プロセッサ２５は、停滞時間
画像生成を終了する（ステップＳ４６）。
【００４３】
　以上の処理により、図５の例で言えば、画素ａについては時刻ｔ１以後の各時相におい
ては色相１が割り当てられ、画素ｂについては時刻ｔ２から時刻ｔ２＋Ｔまでの各時相に
おいては色相１が割り当てられ、時刻ｔ２＋Ｔから時刻ｔ４までの各時相においては色相
２が割り当てられることになる。従って、観察者は、図６の形態にて時系列に更新表示さ
れる停滞時間画像を観察することで、画素ａに対応する位置においては、造影剤の持続時
間が短く血流が比較的早いことを、画素ｂに対応する位置においては、持続時間が長く血
流が比較的遅いことを、視覚的に把握することができる。
【００４４】
　また、例えば解析領域内の所定の画素ｃのＴＩＣが、例えば図７に示すような曲線であ
る場合、当該画素ｃについては、時刻ｔ１から時刻ｔ１＋Ｔまでの各時相においては色相
１が割り当てられ、時刻ｔ１＋Ｔから時刻ｔ３までの各時相においては色相２が割り当て
られる。さらに、時刻ｔ２において時刻ｔ１から時刻ｔ２までの停滞時間が記憶されると
共に、タイマーがリセットされる。時刻ｔ３以後は再度停滞時間の計測が開始され、時刻
ｔ３から時刻ｔ３＋Ｔまでの各時相においては色相１が割り当てられ、時刻ｔ３＋Ｔ以後
の各時相においては色相２が割り当てられる。従って、観察者は、図６の形態にて時系列
に更新表示される停滞時間画像において色相１→色相２→色相１→色相２と変化する解析
領域を観察することで、当該画素ｃに対応する位置においては、造影剤の停滞時間が刻々
と変化する様子（すなわち、造影剤が停滞したり流入出したりする様子）を視覚的に把握
することができる。
【００４５】
　次に、画像生成ユニット２４は、各画素について記憶された全ての持続時間を用いて、
各画素の持続時間の統計値（例えば、解析期間の各画素における持続時間の最大値、平均
値、最小値、中央値等）を計算し、計算された統計値と色相対応マップとに基づいて、当
該解析領域内の各画素にいての色相を決定することで、解析期間に関する停滞時間画像を
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生成する（ステップＳ４７）。生成された解析期間に関する停滞時間画像は、モニター１
４に所定の形態で表示される。
【００４６】
　なお、この解析期間に関する停滞時間画像は、解析領域内の各画素につき、解析期間に
亘って最大値保持処理（Max-Value Holding）を行うことによっても生成することが可能
である。
【００４７】
　［停滞時間の定量解析・解析結果の表示：ステップＳ５］
　次に、制御プロセッサ２５は、解析期間の各時相に対応する停滞時間画像を用いて、停
滞時間の定量解析を実行しその結果を表示する（ステップＳ５）。例えば、制御プロセッ
サ２５は、所定時相における解析領域内の持続時間のヒストグラム、或いは解析領域内の
所定期間に亘る持続時間のヒストグラムを計算する。また、制御プロセッサ２５は、必要
に応じて、ヒストグラムの最頻値（ピーク）、重心、分散、ある持続時間以上の領域の関
心領域に占める割合等の所定の定量値を計算する定量解析を実行する。計算されたヒスト
グラム、計算された定量値は、例えば図８に示す形態でモニター１４に表示され。
【００４８】
　（変形例１）
　上記実施形態では、解析領域内の各画素毎のＴＩＣを生成し、これを用いて図４に示し
た停滞時間画像の生成処理を行う場合を例とした。しかしながら、当該例に拘泥されず、
解析領域を例えば複数の画素からなる小領域に分割し、例えば各小領域内の画素値の平均
値や最大値等を用いてＴＩＣを生成し、これを用いて停滞時間画像の生成処理を行うよう
にしてもよい。
【００４９】
　（変形例２）
　色相対応マップにおける色相の境界となる停滞時間は、任意に変更、設定することが可
能である。例えば、図９に示す色相対応マップは、時間Ｔ１を境界として色相１から色相
２に変わるように定義されている。この様な色相対応マップに対し、例えば色相１と色相
２との境界線をドラッグ等の操作により、例えば図１０に示すような時間Ｔ１’を境界と
して色相１から色相２に変わるように再定義してもよい。この様な色相対応マップの再定
義により、停滞時間画像の色相２に対応する領域は、例えば図９から図１０に示すように
更新（拡大）されることになる。
【００５０】
　（変形例３）
　色相対応マップによって定義される色相の数（すなわち、色相対応マップによって定義
される停滞時間の色相（色分け）の数）は、任意に変更、設定することが可能である。ま
た、各色相の境界となる停滞時間は、上記変形例２に示したように、任意に変更可能であ
る。
【００５１】
　（変形例４）
　本手法を適用する際、超音波プローブ１２を高周波プローブとして、造影剤バブルの一
つ一つの挙動を観察したい場合がある。その場合、通常よりも造影剤投与量を少なくして
、個々の造影剤バブルを観察しやすい状態で、本解析を適用することも可能である。
【００５２】
　（変形例５：生データ）
　上記実施形態においては、画素によって構成される超音波データを用いて、上記造影剤
停滞情報生成処理を実行する場合を例示した。しかしながら、当該例に拘泥されず、画像
生成ユニット２４に入力する前の生データを用いて、上記造影剤停滞情報生成処理を実行
するようにしてもよい。
【００５３】
　（効果）
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　本超音波診断装置によれば、被走査領域内に設定される解析領域内の各画素値の時間的
変化を計測し、計測された画素値の時間的変化を用いて解析領域内における造影剤の停滞
時間を画素毎に解析する。その解析結果に基づいて、造影剤の停滞時間を評価するための
停滞時間画像等を生成し、時系列に停滞時間画像を更新表示する。観察者は、更新表示さ
れる停滞時間画像の色相を観察することで、造影剤の持続時間が短く血流が比較的早い位
置、持続時間が長く血流が比較的遅い位置、造影剤の停滞時間が刻々と変化し血液が停滞
したり流入出したりする位置等を、視覚的に把握することができる。その結果、造影エコ
ー法における造影剤の停滞状況の視認的な把握を向上させ、腫瘍血管評価や血管新生阻害
剤の効果判定に貢献することが期待される。
【００５４】
　また、本超音波診断装置によれば、各画素について記憶された全ての持続時間を用いて
、各画素の持続時間の統計値（例えば、解析期間の各画素における画素値の最大値、平均
値、最小値、中央値等）を計算し、計算された統計値と色相対応マップとに基づいて、当
該解析領域内の各画素にいての色相を決定することで、解析期間に関する停滞時間画像を
生成し表示する。さらに、解析期間の各時相に対応する停滞時間画像を用いて、停滞時間
の定量解析を実行しその結果を表示することも可能である。その結果、造影エコー法にお
ける造影剤の停滞状況の定量的な把握を向上させ、腫瘍血管評価や血管新生阻害剤の効果
判定に貢献することが期待される。
【００５５】
　（第２の実施形態）
　図１１は、画素ａ’及び画素ｂ’のそれぞれについての、ＴＩＣ及び色相対応マップを
示している。同図の各ＴＩＣからわかるように、画素ａ’においては造影剤が停滞するこ
となく連続的に流れており、画素ｂ’においては造影剤の流れが遅く停滞している。この
様な各領域の状況において、第１の実施形態の如く信号強度と閾値との比較のみによって
造影剤の有無を判定したとすれば、画素ａ’と画素ｂ’とを区別することはできず、画素
ａ’及び画素ｂ’共に造影剤の流れが遅く停滞していると判定する可能性がある。
【００５６】
　そこで、本第２の実施形態では、造影剤の流れの速さと信号強度の時間変化とが対応す
ることに着目し、信号強度と閾値との比較に加えて信号強度の時間変化も考慮することに
より、より精密に各位置に造影剤が存在するか否かを判定するものである。
【００５７】
　図１２は、本実施形態に係る停滞時間画像の生成処理の流れを示したフローチャートで
ある。図４のフローチャートと比較した場合、ステップＳ４２ａ～ステップＳ４４の処理
が異なる。以下、ステップＳ４２ａ～ステップＳ４４の処理内容について説明する。
【００５８】
　画像生成ユニット２４は、各画素において、画素値（信号強度）と予め設定した閾値と
を比較して、画素値が閾値を上回るか否か（すなわち、造影剤が当該画素に対応する位置
に存在するか否か）を判定する（ステップＳ４２ａ）。画素値が閾値を上回る場合には、
画像生成ユニット２４は、連続するフレーム間の当該位置での信号強度の差分を計算し、
この差分の絶対値が予め設定した閾値より大きいか否か（すなわち、信号強度の時間変化
が基準値より大きいか否か）を判定する（ステップＳ４２ｂ）。
【００５９】
　差分値が閾値を下回る場合には、画像生成ユニット２４は、造影剤の有無の状態を表わ
すフラグを１（「造影剤有」に対応）にして持続時間の計測を開始すると共に（或いは、
フラグを１としたままで）、タイマーによる持続時間の計測を継続する（ステップＳ４３
）。一方、画素値が閾値を上回り、且つ差分値が閾値を上回る場合には、画像生成ユニッ
ト２４は、ステップＳ４３において「造影剤有」としてフラグを１とした時刻から現在ま
での時間を当該画素における造影剤の停滞時間として、持続時間タイマーの値を記憶する
と共に、前時相において当該画素に割り当てられた色相を保持する（ステップＳ４４）。
【００６０】
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　これにより、図１１に示す画素ａ’の様な血流と画素ｂ’の様な血流とを区別すること
ができ、正常血管など流れが比較的速い画素ａ’を色相１で、腫瘍血管など造影剤が停滞
する画素ｂ’を色相２で、それぞれ正確に表示することができる。なお、ここでは、信号
強度の差分の絶対値を用いたが、差分が予め設定した閾値よりも大きい、または小さい場
合に持続時間をリセットすることも可能である。また、連続するフレーム間の差分の他に
、任意の間隔のフレーム間の差分を用いることもできる。
【００６１】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００６２】
　（１）各実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【００６３】
　（２）各実施形態においては、解析期間に亘る二次元領域或いは三次元領域の超音波走
査は、断面位置或いはボリューム位置が時相間で同じであるという前提の処理である。し
かしながら、実際にはいくらプローブをしっかり保持しようとしても、手が動いてしまっ
たり、患者の呼吸で動いてしまったり、完全に固定しておくことは困難である。そこで、
例えば特開２００７－３３０７６４に記載の動き補正技術を用いて装置が連続する断面間
或いはボリューム間の位置ずれを補正することは、実際の検査でこの提案手法を使う場合
に、非常に有用である。
【００６４】
　（３）各実施形態において示した造影剤停滞情報生成処理と併用して、造影剤の到達時
刻（造影剤投与後、最初に造影剤が到達した時刻）、ピーク時刻、Wash-In時間、Wash-Ou
t時間等を計測し表示するようにしてもよい。これらの情報は、解析領域内の各画素毎の
ＴＩＣを解析することで、取得することが可能である。係る場合には、色相対応マップは
、例えば到達時間と持続時間の２軸から構成されるものを定義することができる。画像生
成ユニット２４は、例えばステップＳ４において、到達時間と持続時間の２軸から構成さ
れた色相対応マップを用いて、色相の割り当てを実行することになる。
【００６５】
　（４）本第２の実施形態では、信号強度と閾値との比較に加えて信号強度の時間変化も
考慮することにより、造影剤停滞情報生成処理を行った。これに対し、信号強度の時間変
化のみを基準とすることで、造影剤停滞情報生成処理を行うようにしてもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　以上本発明によれば、超音波走査断面内の各領域毎に造影剤が存在している時間（持続
時間）に関する情報を生成し表示することができる超音波診断装置、超音波画像処理装置
及び超音波画像処理プログラムを実現することができる。
【符号の説明】
【００６８】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２２…Ｂモード処理ユニット、２３…ドプラ処理
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ユニット、２４…画像生成ユニット、２５…制御プロセッサ（ＣＰＵ）、２６…記憶ユニ
ット、２９…インターフェースユニット、３０ａ…画像メモリ
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